
徳島県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 知事は、障がい福祉分野における人材不足が厳しい状況にあることに鑑み、他職種

と遜色のない処遇改善に向けた緊急的対応として、障害福祉サービス等報酬改定の時期を

待たず、人材流出を防ぐための賃上げを支援するため、別表に掲げる障害福祉サービス事

業所等及び障害児通所支援事業所等を運営する法人が行う賃金改善を実施するために必

要な経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、徳島

県補助金交付規則（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象者） 

第２条 この補助金の対象者は、徳島県内に所在する令和７年１２月２６日障発１２２６第

７号「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要綱」及び令和７年１２月２６日こ支障

第４４７号「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実施要綱」（以下「国の実施要綱」と

いう。）に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等又は障害児通所支援事業所等

（以下「補助対象事業所等」という。）を運営する法人であって、国の実施要綱４及び６

に定める要件を満たす者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補助対象事業所等は補助金の交付対象外とする。  

（１）令和８年４月以降に新規開設された補助対象事業所等 

（２）第５条に規定する計画書の提出時点で廃止又は休止となることが明らかになってい

る補助対象事業所等 

 

（対象経費） 

第３条 補助対象経費は、障がい福祉従事者の人件費改善のために必要な経費（消費税及び

地方消費税を除く。）とし、国の実施要綱７によるものとする。 

 

（補助額） 

第４条 補助額は、次の式により算出した額と補助対象経費の額を比較して小さい方の額と

する。 

補助額＝ア×イ×ウ（１円未満の端数切り捨て） 
ア 基準月 （原則として令和７年１２月）における一月当たりの障害福祉サービス
等又は障害児通所支援等報酬総単位数（基本報酬サービス費に各種加算減算を加
えた単位数をいう。） 

イ １単位の単価 
ウ サービス類型別交付率（別表に定める率） 

 

（補助金交付申請書等） 

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 

２ 前項の申請書には、国の実施要綱８（１）に基づく関係書類を添付しなければならない。 



３ 規則第３条の知事の定める期日は、知事が別に定める。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次の各

号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。 

  （１）補助事業者は、補助事業に係る収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書

類、帳簿等を、当該事業の属する会計年度の翌年度から起算して終了後５年間保存し

ておくこと。 

  （２）国の実施要綱８ （３）に規定する届出内容を証明する資料を、当該事業の属する会

計年度の翌年度から起算して終了後５年間保管し、知事から求めのあった場合は速や

かに提示すること。 

（３）補助事業者は、本補助金の全額を障がい福祉従事者の賃金改善に充てること。 

（４）補助事業者は、本補助金による賃金改善の対象とした職員の賃金水準（基本給、手

当、賞与等を含む賃金全体の高さの水準）を、前年同時期と比較して低下させないこ

と。 

（５）補助事業者は、賃金改善を行う方法等について、計画書等を用いて全ての障がい福

祉従事者に周知すること。 

（６）虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合には、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことがあること。 

 

（軽微な変更） 

第７条 規則第５条第１項第２号の知事が定める軽微な変更は、交付金額に変更のないもの

で、補助事業の目的を損なわない事業計画細部の変更とする。 

 

（変更の承認の申請） 

第８条 規則第５条第１項第１号又は第２号の規定による知事の承認を受けようとする者

は、様式第２号による申請書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助事業の中止・廃止） 

第９条 規則第５条第１項第３号の規定による知事の承認を受けようとする者は、様式第３

号による申請書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告書等） 

第１０条 規則第１１条の実績報告書は、様式第４号による。 

２ 規則第１１条の規定による実績報告は、国の実施要綱８（２）に基づく関係書類を添え

て、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過する日

又は補助金の交付の決定のあった年度の３月３１日のいずれか早い期日までにしなけれ

ばならない。 



 

（補助金の請求） 

第１１条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、様式第５号による補助金

請求書により知事に補助金の請求をしなければならない。 

２ 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業者に対し、

補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

３ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第１項の補

助金請求書に理由書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければなら

ない。 

 

（補助金の支払） 

第１２条 知事は、補助事業者に対して前条第１項又は第３項の補助金請求書を受領した後

に、補助金を支払うものとする。 

 

（過誤調整等） 

第１３条 知事は、障害福祉サービス等報酬の過誤等があり、交付決定額に変更が生じ、既

に交付した額が交付決定額を超えることとなる場合、当該額の返還を命じることができる

ものとする。 

 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は知事が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年３月１２日から施行し、令和７年１２月のサービス提供分から適用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 徳島県福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援費補助金 対象サービス  

サービス区分  交付率  

居宅介護  20.3 ％  

重度訪問介護  20.3 ％  

同行援護  20.3 ％  

行動援護  20.3 ％  

重度障害者等包括支援  20.3 ％  

生活介護  11.1 ％  

施設入所支援  22.2 ％  

短期入所  22.2 ％  

療養介護  22.2 ％  

自立訓練（機能訓練） 23.0 ％  

自立訓練（生活訓練） 23.0 ％  

宿泊型自立訓練 23.0 ％ 

就労選択支援 11.4 ％ 

就労移行支援  11.4 ％  

就労継続支援Ａ型  11.4 ％  

就労継続支援Ｂ型  11.4 ％  

就労定着支援  11.4 ％  

自立生活援助  11.4 ％  

共同生活援助（介護サービス包括型）  14.1 ％  

共同生活援助（日中サービス支援型） 14.1 ％  

共同生活援助（外部サービス利用型）  14.1 ％  

児童発達支援 18.5 ％ 

医療型児童発達支援 18.5 ％ 

放課後等デイサービス 18.5 ％ 

居宅訪問型児童発達支援 18.5 ％ 

保育所等訪問支援 18.5 ％ 

福祉型障害児入所施設 80.8 ％ 

医療型障害児入所施設 80.8 ％ 

計画相談支援 47.0 ％ 

地域相談支援（地域移行支援） 47.0 ％ 

地域相談支援（地域定着支援） 47.0 ％ 

障害児相談支援 47.0 ％ 

注 障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用する。  


